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221 書評と紹介

一
本
書
の
概
要
と
構
成

本
書
は
、
平
安
時
代
の
儀
式
を
王
権
や
摂
関
政
治
と
絡
め
て
積
極
的

に
論
じ
て
き
た
神
谷
正
昌
氏
が
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
待
望
の
単
著

で
あ
る
。
著
者
は
、
そ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
儀
式
の

政
治
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
一
九
九

0
年
代
は
儀
式
次
第
の

分
析
や
実
施
状
況
の
検
証
に
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
儀
式
研
究
の
有
効

性
を
示
し
た
。
そ
の
後
、
二

0
0
1
―
年
の
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告

（
「
平
安
時
代
の
王
権
と
摂
関
政
治
」
、
『
歴
史
学
研
究
』
七
六
八
号
）
を

経
て
、
摂
政
•
関
白
の
職
掌
や
天
皇
と
の
関
係
の
検
討
に
軸
足
を
移
し

て
い
る
。
近
年
の
成
果
は
、
そ
れ
以
前
に
積
み
重
ね
た
儀
式
研
究
を
ふ

ま
え
て
、
摂
関
政
治
の
展
開
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
こ

う
し
た
著
者
の
研
究
活
動
の
土
台
と
な
る
平
安
時
代
の
儀
式
に
か
か
わ

神
谷
正
昌
著

『
平
安
宮
廷
の
儀
式
と
天
皇
』

書
評
と
紹
介

輪

仁

美

る
旧
稿
一
〇
絹
が
、
新
稿
―
一
編
を
加
え
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の

構
成
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
括
弧
内
は
初
出
年
、
一
部
原
題

を
併
記
）
。

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
十
章

第
十
一
章

第
十
―
―
章

あ
と
が
き

儀
式
は
律
令
同
家
と
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
平
安
貴
族
社
会
に
お
い

て
極
め
て
重
要
な
存
在
と
意
義
づ
け
、
本
書
の
目
的
を
「
乎
安
時
代
に

お
け
る
儀
式
の
、
支
配
や
政
治
に
有
す
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ

と
と
設
定
す
る
。
以
下
、
各
章
の
内
容
を
収
録
順
に
紹
介
す
る
。

律
令
国
家
と
儀
式
（
新
稿
）

冬
至
と
朔
旦
冬
至
(
―

1
0
0
0
年）

弘
仁
期
の
儀
式
と
『
内
裏
式
』
(
-
九
九

0
年
、
原
題
「
『
内

裏
式
』
と
弘
仁
期
の
儀
式
」
〈
『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要

ー
文
学
研
究
科
ー
』
第
ニ
―
輯
〉
を
改
稿
）

『
儀
式
』
の
籠
目
配
列
(
-
九
九
六
年
）

紫
哀
殿
と
節
会
(
-
九
九
一
年
）

九
世
紀
の
俄
式
と
天
皇
(
-
九
九

0
年）

平
安
初
期
の
成
選
擬
階
儀
二
九
九
二
年
）

平
安
宮
の
大
庭
と
儀
式
(
-
九
九
四
年
）

平
安
時
代
の
摂
政
と
儀
式
(
-
九
九
六
年
）

大
臣
大
饗
の
成
立
(
-
九
九
八
年
）

任
大
臣
大
閤
の
成
立
と
意
義
二
九
九
九
年
）

平
安
貴
族
社
会
と
儀
式
（
新
稿
）
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二
．
内
容
紹
介

第
一
章
「
律
令
国
家
と
俄
式
」
は
本
書
に
お
け
る
序
章
に
相
当
し
、

先
行
研
究
を
整
理
す
る
ほ
か
、
律
令
国
家
の
形
成
か
ら
奈
良
時
代
に
お

け
る
儀
式
の
展
開
を
概
観
す
る
。
日
本
に
お
け
る
儀
式
は
、
白
村
江
の

戦
い
に
敗
れ
国
家
の
存
亡
の
危
機
に
晒
さ
れ
た
七
世
紀
末
に
、
律
令
制

の
導
入
と
同
時
に
天
皇
に
よ
る
人
格
的
支
配
を
推
進
・
強
化
す
る
た
め

に
整
備
さ
れ
た
と
す
る
。
律
令
国
家
は
大
宝
律
令
の
編
纂
に
よ
り
一
応

の
完
成
を
み
る
が
、
あ
く
ま
で
も
規
定
上
の
こ
と
で
あ
り
、
儀
式
の
整

備
も
奈
良
時
代
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
、
律
令
国
家
の
盛
期
と

さ
れ
る
天
平
末
年
か
ら
天
平
勝
宝
初
年
を
、
日
本
の
儀
式
が
陪
礼
か
ら

唐
礼
へ
と
転
換
す
る
―
つ
の
画
期
と
み
な
す
。
ま
た
五
月
五
日
節
の
騎

射
の
復
活
や
天
長
節
の
新
設
、
正
月
三
節
会
の
儀
場
の
固
定
か
ら
、
政

治
的
混
乱
の
収
拾
や
律
令
制
再
編
の
前
提
期
と
し
て
、
儀
式
の
面
で
は

看
過
さ
れ
て
き
た
宝
亀
期
を
、
延
暦
・
弘
仁
期
に
受
け
継
が
れ
て
い
く

儀
式
の
整
備
・
改
革
の
起
点
と
評
価
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
古
代

に
お
け
る
儀
式
の
受
容
と
展
開
過
程
を
簡
潔
に
示
し
た
う
え
で
、
以
下

の
本
論
に
説
ぎ
及
ん
で
い
く
。

第
二
章
「
冬
至
と
朔
旦
冬
至
」
は
、
中
国
で
は
一
陽
来
復
の
日
と
し

て
特
別
視
さ
れ
る
冬
至
が
、
日
本
で
は
宮
廷
の
儀
式
と
し
て
定
着
し
な

か
っ
た
背
景
を
検
討
す
る
。
桓
武
天
皇
に
よ
る
焚
天
祭
祀
を
例
と
し

て
、
中
国
の
儀
式
の
導
入
は
犬
皇
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
機
能
し
た

と
指
摘
し
、
聖
武
火
皇
の
即
位
直
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
冬
至
の
儀
式
も

ま
た
、
女
帝
が
二
代
続
い
た
後
に
即
位
し
た
朋
武
自
身
の
荘
厳
化
と
い

う
政
治
的
應
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
冬
至
を
歳
首
と
す
る
意
識
が

希
薄
だ
っ
た
こ
と
も
相
候
っ
て
一
時
的
な
も
の
で
終
わ
っ
た
と
論
じ

る
。
そ
し
て
平
安
時
代
に
な
る
と
、
十
九
年
に
一
度
め
ぐ
る
朔
且
冬
至

が
そ
の
稀
少
性
か
ら
祝
賀
の
性
格
を
強
め
、
次
第
の
一
部
が
日
本
の
伝

統
的
か
つ
最
重
要
儀
式
で
あ
る
新
嘗
祭
と
融
合
し
た
こ
と
、
俄
式
運
営

や
財
政
面
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
で
、
宮
廷
の
儀
式
と
し
て
定
着

し
て
い
く
と
い
う
過
程
を
述
べ
る
。

第
三
章
「
弘
仁
期
の
儀
式
と
『
内
裏
式
』
」
は
、
『
内
裏
式
』
の
構
造

か
ら
、
そ
の
編
纂
と
弘
仁
期
の
儀
式
の
整
備
・
改
革
と
の
関
連
を
論
じ

る
。
『
内
裏
式
』
仮
復
原
案
を
提
示
し
、
神
事
・
祭
礼
と
国
家
的
儀
式
に

つ
い
て
は
宮
城
門
内
の
儀
式
（
広
義
の
内
裏
）
を
、
政
務
儀
礼
と
献
上

儀
に
つ
い
て
は
紫
哀
殿
儀
（
狭
義
の
内
裏
）
を
規
定
す
る
と
い
う
二
童

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
見
矛
盾
す
る
構
造
で
あ
る
が
、
両
者
は
天

皇
出
御
俄
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
原
『
内
裏
式
』

に
載
せ
る
政
務
催
礼
と
献
上
儀
は
紫
寝
殿
儀
の
み
と
推
定
し
、
そ
の
理

由
を
天
皇
と
官
人
と
の
関
係
を
再
確
認
す
る
べ
く
、
殊
に
紫
哀
殿
儀
が

重
視
さ
れ
て
拡
充
が
図
ら
れ
た
た
め
と
す
る
。

第
四
章
「
『
儀
式
』
の
篇
目
配
列
」
は
、
平
安
時
代
の
他
の
俄
式
書
に

比
べ
て
特
異
で
あ
る
『
儀
式
』
の
篇
目
配
列
か
ら
、
福
慕
当
時
の
俵
式

観
や
儀
式
の
分
類
基
準
を
検
討
す
る
。
ま
ず
巻
一
＼
五
前
半
を
神
事
・

祭
礼
•
仏
事
、
巻
五
後
半
を
臨
時
の
国
家
的
儀
式
、
巻
六
＼
八
前
半
を
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恒
例
の
国
家
的
儀
式
、
巻
八
後
半
1
巻
十
前
半
を
恒
例
の
政
務
儀
礼
・

献
上
儀
、
巻
十
中
盤
を
臨
時
の
政
務
儀
礼
、
巻
十
後
半
を
喪
葬
関
係
の

儀
式
と
分
類
す
る
。
そ
の
う
え
で
従
来
、
年
中
行
事
と
臨
時
公
事
と
が

混
在
す
る
と
み
ら
れ
て
い
た
巻
五

1
巻
十
中
盤
は
、
国
家
的
儀
式
と
政

務
儀
礼
・
献
上
儀
と
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
年
中
行
事
と
臨
時
公
事
に

分
け
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
『
儀
式
』
は
唐
の
礼

書
の
体
裁
を
模
範
と
し
た
理
念
的
産
物
で
あ
り
な
が
ら
、
唐
礼
に
は
み

え
な
い
政
務
儀
礼
を
加
え
、
ま
た
賓
礼
・
軍
礼
の
篇
目
が
ま
と
め
て
配

列
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
日
本
の
実
清
を
も
包
み
込
ん
で
編
纂
さ
れ
た

と
指
摘
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
宮
廷
秩
序
の
維

持
・
強
化
の
意
識
を
想
定
す
る
。

第
五
章
「
紫
｛
辰
殿
と
節
会
」
は
、
『
内
裏
式
』
『
俄
式
』
と
『
西
宮
記
』

の
記
載
を
比
較
し
、
国
家
的
饗
宴
で
あ
る
節
会
が
紫
哀
殿
儀
へ
と
変
化

す
る
過
程
と
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
。
弘
仁
期
に
な
っ
て
か
ら
豊
楽
院

や
神
泉
苑
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
元
日
節
会
・
踏
歌
節
会
・
重

陽
節
は
、
続
く
天
長
期
に
な
る
と
す
ぐ
に
紫
霰
殿
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
弘
仁
期
以
前
、
平
安
遷
都
後
の
早

い
時
期
か
ら
豊
楽
院
や
神
泉
苑
を
儀
場
と
し
た
白
馬
節
会
・
相
撲
節
・

新
嘗
会
は
、
少
し
遅
れ
て
承
和
期
か
ら
貞
観
期
に
か
け
て
紫
寝
殿
儀
ヘ

と
移
行
す
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
参
列
者
は
次
侍
従
以
上
・
五
位
以
卜

に
限
定
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
な
か
で
も
参
議
・
三
位
以
上
と
四
位
•
五

位
と
の
格
差
が
増
大
す
る
と
指
摘
す
る
。
紫
哀
殿
儀
へ
の
移
行
に
と
も

な
う
儀
式
構
造
の
変
化
か
ら
、
節
会
が
対
象
と
す
る
宮
廷
秩
序
の
矮
小

化
の
み
な
ら
ず
、
承
和
期
か
ら
貞
観
期
に
か
け
て
の
天
皇
を
と
り
ま
く

官
人
層
の
縮
小
化
を
論
じ
る
。

第
六
章
「
九
世
紀
の
儀
式
と
天
皇
」
は
、
平
安
前
・
中
期
に
お
け
る

天
皇
出
御
儀
か
ら
不
出
御
儀
へ
の
変
化
と
そ
の
背
景
を
考
察
す
る
。

『
内
裏
式
』
『
儀
式
』
で
天
皇
出
御
儀
と
さ
れ
て
い
た
政
務
儀
礼
・
献
上

儀
・
神
事
は
、
『
西
宮
記
』
で
は
ほ
と
ん
ど
が
不
出
御
儀
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
画
期
を
文
徳
天
皇
の
仁
寿
・
斉
衡
期
に
求
め
る
。
文
徳
、
さ

ら
に
清
和
・
陽
成
各
天
皇
の
個
人
的
資
質
に
よ
り
不
出
御
儀
が
展
開

し
、
天
皇
が
出
御
せ
ず
と
も
儀
式
を
実
施
し
得
る
機
構
が
整
備
さ
れ
た

こ
と
で
、
儀
式
に
お
け
る
天
皇
の
有
す
る
実
質
的
機
能
お
よ
び
精
神
的

機
能
の
後
退
を
も
た
ら
し
た
と
論
じ
る
。
そ
し
て
光
孝
天
皇
の
仁
和
期

以
降
は
出
御
儀
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
出
御
儀
が
一
時

的
に
復
活
す
る
が
、
天
皇
が
儀
式
に
毎
回
出
御
す
る
必
要
性
は
希
薄
と

な
っ
て
お
り
、
朱
雀
天
皇
の
承
平
・
犬
慶
期
に
不
出
御
俄
が
完
成
し
た

と
す
る
。

第
七
章
「
平
安
初
期
の
成
選
擬
階
儀
」
は
、
成
選
と
擬
階
と
を
一
連

の
手
続
き
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
式
日
の
変
化
を
検
討
す
る
。
ま
ず

『
弘
仁
式
』
に
お
け
る
考
選
目
録
読
申
の
式
日
が
、
同
一
書
で
あ
り
な
が

ら
式
部
省
に
か
か
わ
る
条
文
と
太
政
官
の
そ
れ
と
で
は
異
な
る
点
に
つ

い
て
、
後
者
は
改
訂
さ
れ
た
「
承
和
七
年
式
」
で
あ
り
、
天
長
期
に
成

選
と
叙
爵
と
が
分
離
し
た
こ
と
で
生
じ
た
変
更
と
み
る
。
次
に
「
承
和
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七
年
式
」
で
の
式
日
が
『
貞
観
式
』
で
は
そ
の
前
日
に
改
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
成
選
人
の
増
加
に
よ
る
措
置
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
天
長
期

の
叙
位
制
度
の
再
編
は
、
列
見
の
式
日
の
固
定
化
や
奏
成
選
短
冊
か
ら

位
記
召
給
ま
で
の
式
日
の
再
編
成
の
契
機
と
も
な
っ
た
と
論
じ
、
成
選

擬
階
儀
の
式
日
は
天
長
期
と
承
和
七
年
以
後
の
二
つ
の
段
階
を
経
て
改

定
さ
れ
、
『
貞
観
式
』
絹
纂
に
至
る
ま
で
に
固
定
化
す
る
と
い
う
過
程
を

あ
と
づ
け
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
時
期
に
は
手
続
き
が
機
械
的
に

進
行
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
と
推
測
し
、
各
種
手
続
き
の
形

骸
化
や
六
位
以
下
の
位
階
の
意
義
の
低
下
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
論
じ

る。
第
八
章
「
平
安
宮
の
大
庭
と
儀
式
」
は
、
宮
廷
の
儀
場
の
一
っ
で
あ

る
建
礼
門
前
の
大
庭
を
取
り
上
げ
、
そ
の
俄
式
空
間
と
し
て
の
機
能
を

考
察
す
る
。
観
射
・
駒
牽
・
大
祓
・
荷
前
・
即
位
奉
幣
が
大
庭
で
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
は
一
定
で
は
な
く
、
大
庭
儀
へ
と
移
行
し

た
時
期
や
そ
こ
で
の
天
皇
の
出
御
の
有
無
は
統
一
性
に
欠
け
て
い
る
と

指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
か
か
る
儀
式
は
平
安
遷
都
当
初
よ
り
大

庭
で
お
こ
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
よ
っ
て
大
庭
も
儀
式

を
お
こ
な
う
た
め
に
設
定
さ
れ
た
空
間
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
し

て
大
極
殿
・
朝
堂
院
か
ら
分
離
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
裏
が
政
務
・

儀
式
、
さ
ら
に
は
清
浄
観
の
中
心
と
な
っ
て
い
き
、
そ
の
過
程
で
各
儀

式
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
事
情
が
生
じ
た
こ
と
で
、
内
裏
紫
哀
殿
の
延
長

線
上
に
位
置
す
る
大
庭
が
儀
式
空
間
と
化
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。

第
九
章
「
平
安
時
代
の
摂
政
と
俄
式
」
は
、
天
皇
不
出
御
儀
と
摂
政

設
置
と
の
関
係
か
ら
、
摂
政
は
儀
式
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た

し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
王
権
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か

を
検
討
す
る
。
十
枇
紀
の
俄
式
書
に
お
い
て
、
摂
政
俵
が
記
載
さ
れ
る

官
奏
・
除
目
・
伊
勢
神
宮
奉
幣
使
発
遣
に
つ
い
て
、
犬
皇
出
御
俵
と
摂

政
俄
と
の
次
第
を
比
較
し
、
儀
式
に
お
け
る
天
皇
の
行
為
と
摂
政
の
そ

れ
と
で
は
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
結
論
を
得
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
摂
政
は
天
皇
の
政
務
大
権
・
人
事
権
・
祭
祀
権
の
一
部
を
代

行
す
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
幼
帝
即
位
に
よ
っ
て
生
じ
る
支
障
を

回
避
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
儀
式
に
は
特
に
摂
政
儀
が
創
出
さ
れ
た
と

す
る
。
摂
政
儀
は
藤
原
良
房
・
基
経
の
前
期
摂
関
政
治
期
に
そ
の
原
刑
七

が
成
立
し
、
藤
原
忠
平
政
権
期
に
は
定
着
す
る
が
、
そ
の
制
度
的
確
立

は
藤
原
実
頼
・
伊
升
の
後
期
摂
関
政
治
期
初
期
で
あ
る
と
論
じ
る
。

第
十
章
「
大
臣
大
嬰
の
成
立
」
は
、
主
と
し
て
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
、
毎
年
正
月
に
大
臣
が
主
催
す
る
大
臣
大
饗
が
い
つ

頃
、
な
ぜ
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
試
論
を
提
示
す
る
。
大
臣
大
繋

の
初
見
を
元
慶
八
年
に
お
け
る
藤
原
基
経
の
大
翌
と
す
る
従
来
の
議
論

を
、
第
五
章
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
一
歩
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、
紫
哀

殿
儀
へ
の
移
行
や
天
白
素
の
不
出
御
に
よ
り
元
日
朝
賀
等
が
不
活
発
と
な

り
、
支
配
者
層
の
共
同
性
・
一
体
感
か
ら
下
級
官
人
が
疎
外
さ
れ
て
い

く
傾
刷
の
な
か
で
、
・
大
皇
に
代
わ
っ
て
太
政
官
の
首
班
た
る
大
臣
が
下

級
官
人
を
饗
応
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
類
推
し
、
正
月
の
一
連
の
宮
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廷
支
配
秩
序
の
再
確
認
・
強
化
の
儀
式
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
大
臣

大
嬰
の
成
立
を
論
じ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
藤
原
良
一
房
が
外
戚
か
つ
摂
政

太
政
大
臣
と
い
う
特
別
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
と
し

て
、
成
立
時
期
を
貞
観
期
と
推
測
し
、
『
大
鏡
』
に
み
え
る
「
良
房
の
お

と
ど
の
大
饗
」
を
肯
定
的
に
理
解
す
る
。

第
十
一
章
「
任
大
臣
大
饗
の
成
立
と
意
義
」
は
前
章
と
関
連
し
、
大

臣
が
そ
の
初
任
時
に
催
し
た
任
大
臣
大
嬰
を
取
り
上
げ
る
。
儀
式
次
第

を
正
月
大
臣
大
饗
と
比
較
し
て
、
幾
分
か
簡
略
で
あ
る
も
の
の
、
任
大

臣
大
嬰
は
正
月
大
臣
大
饗
と
同
一
の
儀
式
構
造
と
機
能
を
有
し
て
い
た

と
分
析
す
る
。
ま
た
、
任
大
臣
大
饗
の
初
見
は
延
喜
十
四
年
の
藤
原
忠

平
の
任
右
大
臣
大
饗
で
あ
り
、
成
立
時
期
は
延
喜
期
を
大
き
く
遡
ら
な

い
と
推
測
す
る
。
十
世
紀
以
降
に
組
ま
れ
た
儀
式
書
に
は
、
任
大
臣
儀

に
関
す
る
規
定
に
六
位
以
下
の
官
人
が
登
場
し
な
く
な
る
が
、
か
か
る

状
況
の
な
か
で
、
天
皇
の
出
御
の
も
と
宜
命
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
大

臣
が
饗
禄
勅
許
を
受
け
て
任
大
臣
大
嬰
を
催
し
て
い
る
の
は
、
本
来
な

ら
天
皇
が
お
こ
な
う
べ
き
下
級
官
人
へ
の
嬰
応
を
臣
下
の
大
臣
が
代
わ

っ
て
果
た
し
た
も
の
と
と
ら
え
、
任
大
臣
大
饗
の
成
立
要
因
を
任
大
臣

儀
か
ら
の
下
級
官
人
の
排
除
に
求
め
て
い
る
。

第
十
二
章
「
平
安
貴
族
社
会
と
儀
式
」
は
本
書
の
総
括
で
あ
り
、
平

安
貴
族
社
会
に
お
け
る
儀
式
の
意
義
を
述
べ
る
。
九
世
紀
か
ら
十
世
紀

以
降
へ
の
儀
式
の
変
容
を
、
藤
原
忠
乎
政
権
期
を
画
期
と
す
る
従
来
の

説
に
疑
問
を
呈
し
、
長
い
期
間
を
か
け
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
九
世
紀
中
頃
か
ら
変
容
が
現
れ
、
九
世
紀
末
に

加
速
し
て
い
き
、
そ
れ
が
十
但
紀
前
半
に
整
備
さ
れ
て
い
く
と
し
、
こ

の
動
向
は
律
令
国
家
の
対
外
的
な
帝
国
意
識
の
後
退
と
、
天
皇
と
の
人

格
的
関
係
を
核
と
し
た
新
た
な
宮
廷
秩
序
の
形
成
に
対
応
し
た
も
の
と

す
る
。
そ
し
て
儀
式
は
支
配
の
象
徴
的
行
為
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

よ
う
に
な
り
、
貴
族
層
、
と
り
わ
け
摂
関
家
で
儀
式
の
流
派
が
形
成
さ

れ
た
の
は
、
儀
式
が
自
ら
の
系
統
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
認

識
さ
れ
た
か
ら
と
結
ぶ
。

三
若
干
の
指
摘

以
上
、
本
書
の
構
成
に
沿
っ
て
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
た
。
本
書
の

特
色
は
、
儀
式
を
平
安
時
代
の
宮
廷
秩
序
の
維
持
・
強
化
策
の
な
か
に

位
置
づ
け
、
そ
の
歴
史
的
特
質
を
当
該
時
期
の
社
会
の
変
容
と
と
も
に

実
証
的
に
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
律
令
制
の
崩
壊
か
ら
平
安
貴
族
社

規
へ
の
移
行
期
は
、
従
来
「
公
」
か
ら
「
私
」
へ
の
矮
小
化
と
い
っ
た

消
極
的
な
印
象
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
む
し
ろ
積
極
的
に

評
価
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
平
安
時
代
像
の
構
築
を
試
み
て
い
る
。
著

者
の
指
摘
を
受
け
て
、
近
年
で
は
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

著
者
の
学
恩
に
浴
し
て
き
た
後
学
の
徒
と
し
て
、
こ
う
し
て
成
果
が
一

書
に
編
ま
れ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
最
後
に
、
全
体
を
通
読
し
て
抱
い

た
二
、
三
の
愚
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
本
書
の
構
成
で
あ
る
が
、
序
章
と
終
章
に
相
当
す
る
第
一
章
と
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第
十
一
一
章
を
除
け
ば
、
実
質
は
一
九
九

0
年
か
ら
二

0
0
0
年
ま
で
の

間
に
公
表
し
た
論
考
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る

3

冒
頭
で
述
べ
た
通

り
、
著
者
は
二

0
0
0
年
代
よ
り
主
と
し
て
摂
関
政
治
の
諸
段
階
に
つ

い
て
研
究
を
進
め
て
お
り
、
本
書
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
早
い
段
階
で

構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
旧
稿
の
発
表
か
ら
二
十

年
弱
が
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
間
の
儀
式
研
究
の
進
展
に
関
し
て
は
、

少
な
か
ら
ず
言
及
し
て
然
る
べ
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の

も
、
西
本
昌
弘
•
田
島
公
両
氏
ら
に
よ
っ
て
依
拠
す
べ
き
新
た
な
史
料

群
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
、
儀
式
に
関
す
る
個
別
具
体
的
な
研
究
は
格

段
に
深
化
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
坂
上
康
俊
氏
が
「
年
中
行
事
や

臨
時
諸
公
事
を
と
り
あ
げ
た
研
究
論
文
は
陸
続
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
導
ぎ
出
さ
れ
る
結
論
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に

見
え
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
そ
れ
ら
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
感
じ
ら
れ
な

い
」
（
「
平
安
時
代
儀
式
研
究
の
再
活
性
化
を
め
ざ
し
て
」
、
『
九
州
史
学
』

一
五
六
号
、
二

0
1
0
年
）
と
提
言
す
る
よ
う
に
、
儀
式
研
究
の
細
分

化
、
そ
れ
故
の
閉
塞
感
は
否
め
な
い
。
か
か
る
近
年
の
動
向
は
、
俄
式

研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
著
者
に
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
の
だ
ろ

、、

う
か
。
第
一
章
に
お
い
て
儀
式
研
究
の
現
状
と
課
題
が
示
さ
れ
て
な
い

こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
。

ま
た
、
旧
稿
を
収
録
す
る
に
際
し
て
の
調
整
は
、
原
則
と
し
て
繰
り

返
し
述
べ
て
い
る
部
分
や
重
複
し
て
掲
げ
て
い
る
史
料
の
整
理
、
注
の

統
一
な
ど
形
式
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
し
か
し
、
著
者
の
見
解
に
対
す

る
批
判
や
新
出
史
料
へ
あ
ま
り
反
応
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
少
々
物
足

り
な
さ
を
感
じ
る
。
例
え
ば
第
十
一
章
「
任
大
臣
大
饗
の
成
立
」
の
初

出
後
、
渡
邊
誡
「
大
臣
大
饗
と
太
政
官
」
（
『
九
州
史
学
』
一
五
六
号
、

―1
0
 I
O
年
）
に
よ
り
、
任
人
臣
大
饗
の
初
見
は
東
山
御
文
庫
勅
封
四

じ
函
五
一
番
「
尊
者
禄
出
所
例
」
に
み
え
る
、
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）

の
左
大
臣
藤
原
時
平
・
右
大
臣
菅
原
道
真
の
例
を
初
見
と
す
る
見
解
が

示
さ
れ
て
い
る
。
昌
泰
二
年
と
い
う
の
は
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
と

考
え
る
。
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
十
二
月
に
藤
原
良
世
が
左
大
臣
を
致

仕
し
、
同
九
年
六
月
に
右
大
臣
源
能
有
が
死
去
し
て
以
来
、
大
臣
は
不

在
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
下
で
、
同
年
七
月
に
宇
多
天
皇
か
ら
醍
醐

天
皇
へ
の
譲
位
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
昌
泰
二
年
の
任
左
右

大
臣
と
は
、
醍
醐
犬
皇
の
も
と
で
初
め
て
大
臣
が
仔
命
さ
れ
た
事
例
な

の
で
あ
る
。
正
月
大
臣
大
斐
に
つ
い
て
著
者
は
、
藤
原
基
経
の
死
後
、

外
戚
の
摂
政
太
政
大
臣
と
い
う
特
別
な
大
臣
が
途
絶
え
る
こ
と
に
よ

り
、
「
逆
に
、
太
政
官
の
首
班
と
し
て
の
左
右
大
臣
の
地
位
が
再
び
明
確

化
」
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
「
大
臣
大
饗
は
、
特
別
な
大
臣
の
み
が
行
い

得
た
正
月
饗
宴
か
ら
、
左
右
大
臣
の
主
催
す
る
太
政
官
の
序
列
・
秩
序

を
表
現
す
る
饗
宴
へ
と
整
備
」
さ
れ
た
（
第
十
章
、
ニ
―
七
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
「
左
右
大
臣
の
地
位
が
明
確
化
」
し
た
時
期
と
は
、

ま
さ
に
昌
泰
二
年
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
見
解
を
援
用
す
れ
ば
、
元

服
（
同
日
受
禅
）
時
に
な
お
「
少
主
」
と
称
さ
れ
た
醍
醐
天
皇
を
支
え

る
太
政
官
の
首
班
と
し
て
、
時
平
・
道
真
が
大
臣
就
任
時
に
大
閤
を
催
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し
た
蓋
然
性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
正
月
お
よ
び
任
大
臣
大
饗
の
記
事
が

史
料
上
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
延
喜
期
か
ら
で
あ
り
、
後
者
の

成
立
を
「
延
喜
期
か
そ
れ
を
大
ぎ
く
さ
か
の
ぽ
ら
な
い
時
期
」
と
す
る

論
旨
に
は
さ
し
た
る
影
響
は
な
い
と
は
い
え
、
補
注
の
形
で
よ
い
の
で

検
討
の
余
地
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
述
し
た
通
り
、
著
者
の
研
究
を
受
け
て
平
安
時
代
の
儀
式
研
究
は

新
た
な
段
階
に
進
み
、
分
析
の
視
角
も
多
様
化
し
て
い
る
。
前
段
で
触

れ
た
大
臣
大
饗
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
第
六
章
で
取
り
上
げ
た
天
皇
出

御
儀
・
不
出
御
儀
に
つ
い
て
も
、
よ
り
批
判
的
に
継
承
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
不
出
御
儀
へ
の
移
行
の
画
期
を
文
徳
天
皇
の
仁

寿
・
斉
衡
期
に
求
め
、
文
徳
天
皇
が
「
病
弱
で
し
ば
し
ば
万
機
が
廃
さ

れ
」
て
い
る
こ
と
を
、
「
政
務
儀
礼
・
献
上
儀
・
神
事
に
お
い
て
天
皇
が

出
御
し
な
く
な
る
要
因
の
一
っ
」
（
一
―
―
一
頁
）
と
と
ら
え
る
の
は
首
肯

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
徳
天
皇
に
つ
い
て
は
健
康
状
態
に
加
え

て
、
居
住
形
態
に
も
留
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
文
徳

天
皇
は
践
詐
後
に
大
内
裏
内
を
転
々
と
し
、
遂
に
は
宮
城
門
外
の
冷
然

院
を
居
所
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
少
な
く
と
も
史
料
卜
で
は
、
文
徳
天

皇
が
内
裏
に
居
住
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で

は
儀
式
の
た
び
ご
と
に
、
一
々
平
安
宮
に
「
行
幸
」
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
煩
雑
さ
も
相
候
っ
て
、
お
の
ず
と
不
出
御
の

兆
候
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
著
者
は
、
史
料
に
も
と
づ
い
て
天
皇
の
出
御
の
有
無
を
緻
密
に

分
析
し
て
い
る
が
、
天
皇
の
出
御
形
態
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
吉
江
崇
氏

に
よ
る
と
、
紫
哀
殿
儀
に
お
い
て
一
口
に
「
出
御
」
と
は
い
っ
て
も
、

そ
の
座
は
「
帳
中
椅
子
型
」
と
「
床
子
型
」
と
に
大
別
さ
れ
、
前
者
を

簡
略
化
し
た
も
の
に
「
母
屋
簾
中
型
」
が
あ
る
と
い
う
（
「
律
令
天
皇
制

儀
礼
の
基
礎
的
構
造
」
、
「
史
学
雑
誌
』
―
―
二
組
三
号
、
一

1
0
0
三

年
）
。
さ
ら
に
「
母
屋
簾
中
型
」
は
天
皇
が
病
気
に
際
し
て
出
御
す
る
た

め
の
臨
時
的
措
置
で
あ
り
、
そ
の
形
態
は
不
出
御
儀
と
同
様
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
出
御
俄
か
ら
不
出
御
儀
へ
の
移
行
の
過
程
に

お
い
て
、
「
母
屋
簾
中
型
」
と
い
う
出
御
形
態
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
俄
場
の
変
遷
に
着
日
し
た
満
田
さ
お

り
氏
に
よ
り
、
御
簾
は
天
皇
の
状
態
（
物
忌
・
服
喪
等
）
を
参
加
者
に

示
し
、
あ
る
い
は
そ
の
奥
に
天
皇
が
出
御
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
儀
式

空
間
を
演
出
す
る
装
束
方
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
「
平
安
時
代
に
お
け
る
朝
儀
の
場
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
」
、
『
建
築
史

学
』
六
一
号
、
―

1
0
一
三
年
）
。
両
氏
の
指
摘
を
総
合
す
る
と
、
御
簾
は

天
皇
の
状
態
を
表
現
す
る
機
能
か
ら
転
じ
て
天
皇
の
代
替
と
い
う
機
能

が
付
与
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
母
屋
簾
中
型
」
が
不
出
御
儀
の
装
束

に
も
用
い
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
「
母
屋
簾
中
型
」
の
早
い
例
は
承
和
七

年
（
八
四

0
)
正
月
七
日
に
仁
明
天
皇
が
簾
中
で
白
馬
を
観
覧
し
た
例

で
あ
り
（
『
続
日
本
後
紀
』
）
、
文
徳
天
皇
の
前
代
に
不
出
御
儀
の
素
地
が

整
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
ぎ
る
。
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む
す
び
に
か
え
て

著
者
は
本
書
の
刊
行
に
先
立
ち
、
儀
式
を
主
題
に
据
え
た
「
『
内
裏
儀

式
』
元
旦
受
賀
群
臣
朝
賀
式
に
み
え
る
大
極
殿
」
（
『
日
本
歴
史
』
八
一

―
一
号
、
二

0
一
六
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
の
研

究
を
受
け
て
進
展
し
た
儀
式
研
究
も
、
い
ま
な
お
多
く
の
課
題
を
残
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

本
書
は
そ
の
書
名
に
あ
る
通
り
、
平
安
時
代
の
宮
廷
儀
式
を
主
題
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
変
容
は
国
家
意
識
や
宮
廷
社
会
そ
の
も
の
の
変
容

を
意
味
す
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
ま
た
鎌
倉
時
代
以
降
の
有
職
故
実

に
つ
い
て
の
展
望
を
も
示
し
て
い
る
。
今
後
当
該
分
野
の
研
究
を
進
め

て
い
く
う
え
で
必
読
の
書
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
幅
広
い
分
野
の

読
者
が
本
書
を
手
に
取
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

以
上
、
本
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
著
者
の
見
解
に
対
す

る
愚
見
を
述
べ
た
。
評
者
の
勉
強
不
足
に
よ
り
誤
解
や
妄
評
が
あ
る
か

と
憫
れ
る
が
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
諸
賢
の
ご
海
容
を
請
う
こ
と
と
し

て
憫
筆
す
る
。

（二

0
一
六
年
五
月
刊
、
二
六
九
頁
、
同
成
社
、
定
価
六

0
0
0
円
、
税

別）

序
章

第
一
部

豊
臣
権
威
の
確
立
と
大
名
序
列
の
形
成

1
本
書
の
内
容

本
書
の
構
成
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

本
書
は
、
豊
臣
政
権
の
研
究
を
着
実
に
積
み
重
ね
て
き
た
著
者
に
よ

る
、
第
一
論
文
集
で
あ
る
。
近
年
、
豊
臣
期
に
関
す
る
論
文
集
の
刊
行

が
柑
次
い
で
お
り
（
跡
部
伯
『
豊
臣
政
権
の
権
力
構
造
と
天
皇
』
戎
光

祥
出
版
、
二

0
一
六
年
・
片
山
正
彦
『
豊
臣
政
権
の
東
国
政
策
と
徳
川

氏
』
思
文
閣
出
版
、
二

0
一
七
年
）
、
当
該
分
野
の
研
究
成
果
が
ま
と
め

ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。
既
に
藤
田

恒
春
氏
と
池
享
氏
に
よ
る
的
確
な
書
評
が
出
さ
れ
て
お
り
（
『
織
豊
期

研
究
』
一
八
・
『
歴
史
学
研
究
』
九
五
四
）
、
学
界
で
も
注
目
さ
れ
て
い

る
著
書
で
あ
る
。

谷

堀
越
祐
一
著

『
豊
臣
政
権
の
権
力
構
造
』

徹

也


